
 

 

太陽光発電施設の設置に関する条例について 

 

１ 条例制定の背景・目的 

  国の再生可能エネルギーの利用促進施策として固定価格買取制度が「電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づいて平成 24 年度に創設されて以来、

国内で太陽光発電を中心に設置件数が増加しています。 

  再生可能エネルギー発電事業を円滑に実施するためには、関係法令やガイドラインを遵守し

たうえで、土地や地域の状況に応じた防災、環境保全、景観保全等に配慮し、地域住民に事業

について理解を得られるよう努め、適切なコミュニケーションを図ることが重要です。 

  一方、建築基準法や都市計画法の適用を受けない太陽光発電施設については、事業概要や環

境・景観への影響等について、地域住民へ十分な説明がされないまま事業が実施されることに

よって、景観・眺望の阻害や反射光等による住環境の悪化、土地の形質変更による防災機能の

低下等といった地域住民の不安が解消されず、コミュニケーション不足等を原因とした地域住

民との関係が悪化する事例が全国的に発生しています。 

  本町においても、太陽光発電施設の設置件数が増加し、同様の事例が発生していることから、

町民の安全で安心な生活環境の確保並びに良好な自然環境と景観の保全を図りながら、太陽光

発電事業が円滑に実施されていくことを目的に、太陽光発電施設の設置に必要な事項を定める

ため条例を制定しようとするものです。 

 

２ 条例の概要 

項 目 内  容 

(1)目的 

【第 1 条】 

この条例は、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を

定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、町民の安

全で安心な生活環境の確保並びに良好な自然環境と景観の保全を図

ることを目的としています。 

(2)定義 

【第 2 条】 

【太陽光発電施設】発電出力が 10 キロワット以上の太陽光発電施設

について適用します。ただし、次のいずれかに該当する施設は、適用

から除きます。 

①建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するもの 

②設置者の事業所等と併設され、主に自己消費を目的とするもの 

【周辺関係者】太陽光発電施設の設置事業に伴い生活環境等に一定の

影響を受ける次に掲げる者とします。 



 ①事業区域に隣接する区域に居住している者 

 ②事業区域に隣接する区域の土地・家屋の所有者又は使用者 

 ③事業区域に関係する行政区等の代表者 

(3)町、事業者及び町

民等の責務 

【第 3 条、第 4条、第

5 条】 

【町の責務】条例の適正かつ円滑な運用が図られる措置を行うものと

します。 

【事業者の責務】関係法令及びこの条例の遵守、災害防止、生活環境、

景観その他自然環境を損なわないよう十分配慮し、周辺関係者と良好

な関係を保たなければなりません。 

【町民等の責務】町民及び周辺関係者は、町の施策及びこの条例に定

める手続きの実施に協力するよう努めなければなりません。 

(4)太陽光発電施設の

設置を抑制する区域 

【第 6 条、第 7条】 

災害の防止、良好な自然環境等の保全、地域との共生のため、次の

区域を太陽光発電施設の設置を抑制する区域として指定します。 

①地すべり防止区域 

②急傾斜地崩壊危険区域 

③土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

④農業振興地域の区域内にある農用地等 

⑤保安林 

⑥河川区域、河川保全区域 

⑦景観計画区域のうち馬追丘陵区域 

⑧都市計画用途地域のうち各住居専用地域、各住居地域、各商業地

域 

⑨埋蔵文化財を包蔵する土地 

⑩鳥獣保護区、特別保護地区 

(5)町との事前協議 

【第 8 条】 

事業者に、施設の設置前に町長と事前協議を行うことを義務付けま

す。この事前協議に対し、町長は必要な指導や助言ができます。 

(6)周辺関係者への説

明 

【第 9 条】 

事業者に、施設の設置前に周辺関係者へ説明会等の開催など事業計

画の周知を義務付け、周辺関係者の理解が得られるよう努めるものと

します。また、説明会等の結果を町長に報告しなければなりません。 

(7)事業計画の届出 

【第 10 条】 

太陽光発電事業を行う場合は、工事着手の 60 日前までに町長に届

出をしなければなりません。 

(8)工事完了届 

【第 11 条】 

設置工事が完了したとき、又は中止したときは 14 日以内に届出を

しなければなりません。 

(9)廃止届 

【第 12 条】 

①施設を廃止しようとするときは、廃止予定日の 30 日前までに届出

をしなければなりません。 

②廃止が完了（廃止後に行う措置を含む）したときは、廃止日から 30

日以内に届出しなければなりません。 

(10)維持管理の義務 

【第 13 条】 

事業者は、施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよ

う維持管理しなければなりません。 



(11)報告の徴収、立入

調査 

【第 14 条、第 15 条】 

施設の状況、事業区域の状況又は維持管理の状況などで調査等が必

要になる場合を考慮し、町長が事業者に対し、報告、資料の要求及び

事業区域等への立ち入り調査ができる権限を定めています。 

(12)指導、助言及び勧

告 

【第 16 条】 

行政指導等の必要があると判断される場合を考慮し、町長が事業者

に対して、必要な措置を講ずるよう指導、助言及び勧告することがで

きる権限を定めています。 

(13)公表 

【第 17 条】 

事業者が正当な理由なく勧告に従わない場合を考慮し、町長が事業

者名、勧告内容を公表できる権限を定めています。 

(14)委任 

【第 18 条】 

この条例で規定する手続き等の様式、方法などを規則で定めること

としています。 

(15)施行期日等 

【附則】 

①条例の施行日を令和３年７月１日とします。 

②条例の施行日以後に事前協議を開始する事業者から適用すること

を定めています。 

③廃止の届出、維持管理、報告の徴取、立入調査等、指導、助言及び

勧告、公表の規定は、設置時期にかかわらず、すべての事業者に適用

することを定めています。 

④既存施設が増設等によって太陽光発電施設の定義に該当すること

となるときは、条例の適用となることを定めています。 

 

 

 

 



手続き等の流れ 

 

太陽光発電施設を設置する場合は、次の手続きが義務付けられます。 

（●は条例に基づく手続き） 

●周辺関係者説明会等の開催 

●事業計画の届出（工事着手の 60日前） 

・事業者の住所氏名  ・着工、完了年月日 

・所在地、面積    ・位置、構造、発電出力 

・維持管理計画 

●町長へ説明会等の結果報告 

●工事完了届（完了から 14 日以内） 

工事着手 

●適切な維持管理 

●廃止届（廃止の 30 日前） 

●報告の徴取 

●立入調査等 

●指導・助言 
●勧告 

町長が必要に応じて行う措置 

・指導・助言に従わない 

・虚偽の手続き 

運転開始 

●事前協議 

●廃止完了届（廃止完了から 30 日以内） 

・勧告に従わない 

●公表 



抑制区域として指定する区域 

抑制区域 関係法令 理由 

① 地すべり防止区域 地すべり等防止法 地下水等により発生する地すべりに

よる崩壊被害を防止するため、一定

の行為を制限するとともに必要な施

設等を整備するための区域であり、

他のエリアに比べて災害発生により

地域住民の財産・生命等を脅かすリ

スクが高い。 

② 急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律 

崩壊のおそれのある急傾斜地（30度

以上）で、崩壊により相当数の居住

者等に危害が生ずるおそれのあるも

の及びその隣接地のうち、当該急傾

斜地の崩壊が助長され、又は誘発さ

れるおそれがないよう、一定行為を

制限している区域であり、他のエリ

アに比べて災害発生により地域住民

の財産・生命等を脅かすリスクが高

い。 

③ 土砂災害警戒区域、土砂

災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進

に関する法律 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合

に、住民等の生命又は身体に危害が

生ずるおそれがあり、土砂災害を防

止するために警戒避難体制を特に整

備すべき区域であり、他のエリアに

比べて災害発生により地域住民の財

産・生命等を脅かすリスクが高い。 

④ 農業振興地域の区域内

にある農用地等 

農業振興地域の整備に関す

る法律 

農地法 

農業振興を図ることが必要であると

認められる地域で、優良農地を確保

するため、転用が厳しく制限されて

いる。 

⑤ 保安林 森林法 水源の涵養、土砂流出の防備、土砂

崩壊の防備、その他災害の防備や生

活環境保全・形成等の目的を達成す

るために指定された区域であり、立

木伐採や土地の形質変更等が厳しく

規制されている。 

⑥ 河川区域、河川保全区域 河川法 出水時に流下阻害発生のおそれがあ

るとともに、河川管理施設を損傷さ



せるおそれがある。 

⑦ 景観計画区域のうち馬

追丘陵区域 

景観法 景観計画の景観計画区域のうち、重

点的・計画的に景観の保全、誘導を

図る必要がある区域であり、きめ細

かく景観形成を図るため、より厳し

い制限を設けている。 

⑧ 都市計画用途地域のう

ち各住居専用地域、各住居地

域、各商業地域 

都市計画法 都市計画区域の秩序ある土地利用、

都市施設整備等の方針により用途が

定められている地域で、良好な住居

環境を保護する必要がある。 

⑨ 埋蔵文化財を包蔵する

土地 

文化財保護法 適切かつ円滑な発掘調査や，発掘さ

れた遺跡や出土品の有効的な保存・

活用を行うために，埋蔵文化財全体

を守ることが必要。 

⑩ 鳥獣保護区、特別保護地

区 

鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律 

鳥獣又は鳥獣の生息地にとって特に

重要な区域として、工作物の設置や

木竹の伐採等、一定の開発行為が制

限されている。 

 

 


